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ポスター掲示場の体裁（例）
ポスター掲示場

ごとの一連番号

１ 知事選挙

（注意）

（１）選挙名は、「鳥取県知事選挙」とすること。

（２）鳥取県知事選挙と鳥取県議会議員一般選挙とのポスター掲示場は同一場所に設

けることとし、鳥取県知事選挙のポスター掲示場が向かって右側になるように設

置すること。

（３）区画番号は、一連番号とすること（上図番号のとおり。）。

（４）見出し、注意事項及びポスター掲示場ごとの一連番号は、必ず区画の右側に設

けること。

（５）１区画の大きさは、44㎝×44㎝とし、この大きさの外側に幅２㎝程度の区画
線を設けること。

（６）予備の区画は、下段を７、中段を８とする。
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２ 県議選挙（図は９区画の例） ポスター掲示場

ごとの一連番号

（注意）

（１）選挙名は「鳥取県議会議員一般選挙」とし、上図のように選挙区名も表示する

こと。

（２）鳥取県知事選挙と鳥取県議会議員一般選挙とのポスター掲示場は同一場所に設

けることとし、鳥取県知事選挙のポスター掲示場が向かって右側になるように設

置すること。

（３）区画番号は、一連番号とすること（上図番号のとおり）。

（４）見出し、注意事項及びポスター掲示場ごとの一連番号は、必ず区画の右側に設

けること。

（５）１区画の大きさは、44㎝×44㎝とし、この大きさの外側に幅２㎝程度の区画
線を設けること。

（６）予備の区画は、下段を区画数＋１、中段を区画数＋２とする。
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